
平成 25年４月 10日 改正 

横浜市インターネット情報受発信ガイドライン 
 

 

（目的） 

第１条 横浜市インターネット情報受発信ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）は、インター

ネット活用方針（平成12年11月24日制定）に基づき、インターネットを積極的に活用して業務の

効率化及び市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用した情報受発信について必要な原

則を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) ネットワーク管理責任者 横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程（平成14年２月達第２号）

第３条第１項に定めるものをいう。 

(2) 区局  横浜市事務分掌条例（昭和26年10月横浜市条例第44号）第１条に掲げる統括本部及

び局、会計室、消防局、区役所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、

監査事務局、議会局、水道局、交通局並びに病院経営局をいう。 

(3) インターネット情報受発信機器等  区局が、インターネットを利用して情報受発信を行うため

に必要なサーバ群及び通信に必要な機器類をいう。 

(4) ネットワーク主管課  横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程第２条第１号に規定する行

政情報ネットワークを所管する課をいう。 

(5) 広報担当課  横浜市事務分掌規則（昭和27年10月横浜市規則第68号。以下「事務分掌規則」

という。）に定める広報に係る企画及び連絡調整に関することを所管する課をいう。 

(6) 広聴担当課  事務分掌規則に定める市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関する

ことを所管する課をいう。 

(7) 報道担当課  事務分掌規則に定める市政報道及び報道機関との連絡に関することを所管する

課をいう。 

(8) 個人情報担当課  事務分掌規則に定める個人情報の保護に関することを所管する課をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 本ガイドラインは、インターネット情報受発信機器等を利用して情報受発信を担当する課の職

員等（以下「情報受発信者」という。）に適用する。 

 

（情報受発信者の責務） 

第４条 情報受発信者は、インターネット情報発信機器等を利用して情報受発信を行う場合は、ガイド

ラインの内容を遵守するとともに、当該機器が設置されているネットワークの運用管理等を定めた規

定類に従って利用しなければならない。 
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（情報の受発信に用いる機器） 

第５条 情報受発信者は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、横浜市行政情報ネット

ワークのサーバ機器を利用しなければならない。 

２ 情報受発信者は、前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理責任者が次の各号のいずれかに該当

し、かつ、十分なセキュリティを確保できると認めた場合は、横浜市行政情報ネットワーク以外のサ

ーバ機器や情報受発信サービス(以下「外部サーバ機器等」という。)を利用することができる。 

(1) 横浜市行政情報ネットワークのサーバ機器では同等のサービスを実現できない場合 

(2) サーバ等機器、ソフトウェアの調達及び環境構築が、困難又は著しく費用対効果が低い場合 

(3) その他ネットワーク管理責任者が特に認める場合 

３ 前項の規定により外部サーバ機器等を利用する場合は、情報受発信を担当する課の長（課長及びこ

れに準ずる者。以下「情報受発信担当課長」という。)及びネットワーク管理責任者は、十分なセキュ

リティを確保するために必要な措置を講じるものとする。 

 

（情報の受発信に用いるドメイン名） 

第５条の２ 情報受発信者は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、市のドメイン名で

ある「city.yokohama.lg.jp」又はそのサブドメイン名を利用しなければならない。ただし、当面の間、

「city.yokohama.jp」も併用することができる。 

２ 情報受発信者は、第５条第２項の規定により外部サーバ機器等を利用して情報受発信を行う場合で

あっても、市のドメイン名又はそれらのサブドメイン名を利用しなければならない。 

３ 情報受発信者は、前項の規定が適用できないとネットワーク管理責任者が認めた場合は、市のドメ

イン名又はそれらのサブドメイン名とは異なるドメイン名（以下「外部ドメイン名」という。）によ

る情報受発信を行うことができる。 

この場合、ネットワーク管理責任者は、当該ページが市の公式な情報であることを示すため、外部

ドメイン名を利用している情報受発信サービス（以下「外部ドメイン名 WEB サービス」という。）

の一覧を横浜市WEBページ上に設けるものとする。 

 

（外部サーバ機器等・外部ドメイン名を利用する場合の手続き） 

第５条の３ 情報受発信担当課長は、第５条第２項及び第５条の２第３項の規定により、外部サーバ機

器等又は外部ドメイン名を利用する場合、事前にネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の

長と必要な協議を行い、承認を得なければならない。 

２ 新規に外部ドメイン名WEBサービスを利用する場合、ネットワーク管理責任者及び関連する業務

所管課の長は、利用にあたっての市としての基本要領を定めなければならない。 

３ 情報受発信担当課長は、第５条の２第３項の規定により外部ドメイン名WEBサービスを利用する

場合、当該 WEB サービスに関する情報収集や前項に規定する要領に必要な項目の洗い出しを行い、

それらをまとめた資料をネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長に提出しなければな

らない。 

４ 情報受発信担当課長は、第２項の規定に基づいて要領が定められている外部ドメイン名WEBサー

ビスを利用する場合は、当該要領に従うことにより、第1項に定める協議及び第３項に規定する資料
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の提出について、省略することができる。 

 

（外部ドメイン名の所有権維持） 

第５条の４ 情報受発信担当課長は、外部ドメイン名の利用を終了する場合、利用終了後一定の期間、

当該ドメイン名の所有権を維持し、第三者が取得できない状態にするとともに、市WEBページへの

転送を行わなければならない。 

２ 外部ドメイン名の所有権を維持し、転送を行う期間は、当該ドメイン名を公表してから前項に規定

する市 WEB ページへの転送を開始するまでの期間（以下「利用期間」という。）以上とする。ただ

し、利用期間が１年に満たない場合は１年以上とする。 

 

（情報受発信の調整） 

第６条 ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、インターネットを利用した情報受発信に関す

る全体調整を行うものとする。 

２ 前項に定める全体調整について、ネットワーク管理責任者は主に情報受発信の技術に関する調整を

行い、広報担当課の長は主に情報受発信の内容に関する調整を行うものとする。 

３ ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、前項の調整に当たっては、互いに連携するものと

する。 

４ 広聴担当課、報道担当課及び個人情報担当課の長はそれぞれ、インターネットを利用した情報受発

信について、それぞれが所管する事項に関する調整を行うものとする。 

５ 前項に掲げる各課の長は、調整に当たっては相互に連携し、また、ネットワーク管理責任者及び広

報担当課の長と連携するものとする。 

６ 情報受発信担当課長は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、必要に応じて第１項

及び第４項に掲げる課の長と調整を行うものとする。 

 

（インターネット連絡会） 

第７条 情報受発信における共通課題等を検討・調整し、インターネットを活用した情報受発信を充実

させるため、インターネット連絡会を設置する。 

２ インターネット連絡会の活動は次のとおりとする。 

(1) インターネットを利用して受発信される情報の検討及び調整 

(2) インターネットの利用における問題点の検討及び調整 

(3) 新規技術、国及び他の自治体の動向等の情報交換 

(4) その他インターネットの利用に関する事項 

３ インターネット連絡会は、幹事会、作業部会で構成するものとし、これらの参加者及び目的等は別

表１に定める。 

４ 幹事会及び作業部会の議長は、会における議論の補完、情報交換又は事務連絡を行うことを目的と

したメーリングリストを作成することができる。 

５ インターネット連絡会の事務局は、ネットワーク主管課及び広報担当課とし、会の運営及び庶務を

行うものとする。 
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６ 幹事会で承認された場合は、必要に応じて別表１に定める参加者以外の職員等の連絡会への参加を

認めることができる。 

７ 幹事会において決定事項がある場合、その周知の方法についても同幹事会で決定するものとするが、

全区局に周知しなければならない場合は、区局のインターネットを利用した情報受発信を所管する課

の長に通知するものとする。 

 

（インターネット情報受発信ガイドラインに関する細則） 

第８条 インターネットを利用した情報受発信に関して、次の各号について別途細則を定めるものとす

る。 

(1) WEBページ作成基準 

(2) WEBページのリンク基準 

(3) 電子メールによる広聴の取扱い基準 

(4) インターネットを利用した広報の基準 

(5) 記者発表資料の取扱い 

(6) 個人情報の取扱い 

 

（ガイドライン及び細則に関する事務） 

第９条 細則を含むこのガイドラインは総務局長及び市民局長がこれを定めるものとし、その事務手続

きはこれを所管するネットワーク主管課において行うものとする。 

２ 第６条に掲げる課の長がそれぞれ所管する事項に関する細則の内容を定めるものとする。 

３ 第６条に掲げる課の長は、それぞれが定める細則の内容の変更を検討する場合は、必要に応じて連

絡会での検討を行い、変更を決定する場合は必ず連絡会への報告を行うものとする。 

 

附 則 

本ガイドラインは平成19年10月26日から施行する。 

附 則 

本ガイドラインは平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

本ガイドラインは平成23年8月26日から施行する。 

附 則 

本ガイドラインは平成25年４月10日から施行する。 

 

 

別表１ インターネット連絡会 

 議長 参加者 目的 

幹事会 ネットワーク管理責任者 ・ネットワーク管理責任者 

・広報担当課長 

・インターネットを利用して受

発信される情報の検討及び調
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・広聴担当課長 

・報道担当課長 

・個人情報担当課長 

整 

・インターネットの利用におけ

る問題点の検討及び調整 

・新規技術、国及び他の自治体

の動向等の情報交換 

・その他インターネットの利用

に関する事項 

作業部会 ネットワーク主管課及び

広報担当課の係長 

幹事会の参加部署の係長 ・幹事会から指示された事項又

はその他インターネットの利

用に関して必要な事項の検討 
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